
令和７年度  福井県子どもの読書活動推進会議 

 

日時 ： 令和８年３月１７日(火)    

１０：３０～１２：００         

場所 ： 県庁１１階 教育委員会室 

１ 開 会 

 

 

２ 議 事 

（１） 事務局説明 

○ 第４次福井県子どもの読書活動推進計画の概要について 

○ 令和７年度子どもの読書活動推進の取組状況等について 

 

（２） 意見交換 

 

 

 

 

３ 閉 会 

 

 

 

＜資料＞ 

・ 会議次第 

・ 出席者名簿 

・ 座席図 

・ 福井県子どもの読書活動推進会議開催要綱 

・ 第４次福井県子どもの読書活動推進計画（概要版）・・・・・・・・・・・・  資料１  

・ 令和７年度子どもの読書活動推進の取組状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・  資料２  

・ 子どもの読書活動の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  資料３  

・ 読書関連統計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  資料４  

・ 福井県内子どもの読書活動推進計画の策定状況 ・・・・・・・・・・・・・・  参考資料１  

・ 第五次子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画の概要 ・・・  参考資料２  
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福井県子どもの読書活動推進会議開催要綱 

 

（趣旨） 

第１条 「福井県子どもの読書活動推進計画」を踏まえ、子どもが自主的に楽しく読書に親

しむ環境づくりを目的として、子どもの読書活動に関する施策を計画的に推進するため、

福井県子どもの読書活動推進会議（以下「推進会議」という。）を開催する。 

 

（所掌事務） 

第２条 推進会議は、子どもの読書活動に関する施策を計画的に推進するため、次の事項

について検討するとともに、専門的な指導・助言等について協議する。 

 (1) 家庭、地域および学校における子どもの読書活動の推進に関すること。 

 (2) 子どもの読書活動推進事業の企画立案および運営に関すること。 

 

（委員） 

第３条 推進会議は、１５人以内の委員をもって構成する。 

２ 委員は、学識経験者、社会教育関係者、学校関係者その他子どもの読書活動にかかわ

りの深い者のうちから教育長が委嘱する。 

３ 委員の任期は、委嘱した日の属する年度の末日までとし、再任されることを妨げない。 

 

（会長および副会長） 

第４条 推進会議に、会長および副会長を置く。 

２ 会長は、委員の互選によってこれを定め、副会長は、会長が指名する。 

３ 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときまたは会長が欠けたときは、その職務

を代理する。 

 

（会議） 

第５条 推進会議の会議は、会長が招集する。 

２ 会長は、推進会議の議長となり、議事を整理する。 

３ 推進会議は、会長が必要あると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、

意見を聴くことができる。 

 

（庶務） 

第６条 推進会議の庶務は、教育庁生涯学習・文化財課において処理する。 

 

（その他） 

第７条  この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に

定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成１５年１１月１２日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成１７年９月２８日から施行する。 


